
 

 

 

事 業 報 告 
 

第 11期 
 

自 2022年 4月 1日 
至 2023年 3月 31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あいの風とやま鉄道株式会社 

 

 

 



1 
 

事 業 報 告 
（2022年 4月 1日から 2023年 3月 31日） 

 

１．株式会社の現況に関する事項 

 １－１．事業の経過及びその成果 

当期におけるわが国の経済は、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進みつ

つある中、緩やかな持ち直しが続いている。その一方で、世界的なエネルギー・

食料価格の高騰など、わが国経済を取り巻く環境には厳しさが増しています。 

鉄道事業を取り巻く環境については、国内旅行需要の高まりなどにより、回復

傾向にありますが、利用者数はコロナ前を下回っており、依然として厳しい状況

が続く中、各社とも利用者の方に安心して利用いただける環境整備に努めている

ところです。 

このような経営環境のもと、当社では、2015 年３月 14 日の開業以来、鉄道経

営の基本である安全性の確保を第一に鉄道業務に取り組み、大きな事故もなく、

県民の皆様の日常生活の足として安全運行に努めてまいりました。また、ダイヤ

改正における増発や新幹線との接続の見直しなど、利用実態に即した利便性の向

上に努め、2022年５月には利用者数が開業以来１億人に到達しました。 

当期においては、2022 年３月のダイヤ改正により、「新富山口駅」開業に合わ

せた朝の通勤・通学時間帯における増車などによる混雑緩和、直通列車の見直し

や接続改善等を図りました。また、５月には廃車する 413 系車両を活用した「あ

りがとう 413系【新北陸色】ラストランツアー」の実施、10月にはスマートフォ

ンアプリ「my route(マイルート)」によるデジタル乗車券の発売、2023年３月に

は、再生可能エネルギー100％で走行する 521系電車(第五、六編成)の運行開始及

び滑川駅エレベーターの供用開始など、利用者の目線に立った、サービス・利便

性の向上に取り組みました。 

新型コロナへの対応としては、車両のつり革・手すりなどの抗菌・抗ウイルス

処理のほか、主要駅窓口等での消毒液設置や利用者へのマスク着用等の呼びかけ

を行うなど、感染拡大の防止に向けた対策を講じるとともに、普通列車を減便す

ることなく運行するなど、昨年度に引き続き、安心してご利用いただける県民の

足の確保に努めました。 

観光列車「一万三千尺物語」については、感染防止対策を実施しながら運行す

るとともに、2023年３月には、えちごトキめき鉄道の観光列車との相互乗り入れ

を実施するなど、昨年度を大きく上回る 5,164 人の方にご利用いただいたところ

です。 

また、これまでも駅周辺の魅力などを紹介するラジオ番組の放送をはじめ、写

真コンテストやその入選作品等を用いたオリジナルカレンダーの作成・販売など、

駅周辺の状況や歴史・食文化・観光名所等の沿線の魅力を情報発信してきました

が、利用者や県民の皆様に当社線をより一層身近に感じていただくため、マスコッ

トキャラクター「あいの助」を活用した広報宣伝、グッズの制作、販売を行いま

した。地域の皆様に愛され、利用していただけるよう設立した「あいの風とやま

鉄道ファンクラブ」については、2023 年２月段階では、3,268 人・社の会員数と

なっています。 

2022年度の利用状況につきましては、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が

進み、１日あたりの利用者数が 37,641人で、2021年度の 34,392人と比較すると
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9.4％の増となりました。 

 この結果、当期は純利益として 11,263千円を計上いたしました。その内訳につ

いては、まず今期の営業収益は、運輸収入が 2,574,111 千円、鉄道線路使用料収

入が 2,075,420 千円、運輸雑収等が 752,782千円、計 5,402,313 千円となりまし

た。 

一方、営業費については、5,634,367 千円を計上し、営業損失は 232,053 千円

となりました。これに、受託工事等に係る営業外収益と営業外費用を計上すると

ともに補助金等の特別利益のほか、固定資産圧縮損等の特別損失を加え、当期純

利益 11,263千円を計上したものであります。 

 

 １－２．設備投資の状況 

（当事業年度中に完成した主要設備） 

滑川駅エレベーター整備事業 

新造車両 

 

（当事業年度において継続中の主要設備の新設・拡充） 

富山駅連続立体交差事業 

呉羽駅北口改札整備事業 

福岡駅エレベーター整備事業 

 

１－３．直前 3事業年度の財産及び損益の状況 

区分 第８期 第９期 第 10期 
第 11期 

(当事業年度) 

営業収益 5,742,397千円 4,695,301千円 5,015,350千円 5,402,313千円 

営業損失(△) △37,906千円 △792,964千円 △511,912千円 △232,053千円 

経常損失(△) △144,559千円 △754,055千円 △487,027千円 △176,191千円 

当期純利益または 

当期純損失(△) 
385千円 △207,925千円 6,103千円 11,263千円 

１株当たり当期純利益または 

1 株当たり当期純損失(△) 
4円 81銭 △2,599円 06銭 76円 29銭 140円 79銭 

総資産 9,238,821千円 9,058,866千円 7,725,575千円 7,310,588千円 

  

１－４．対処すべき課題 

開業９年目となる 2023年度においては、４月に開業後初めての運賃改定（消費

税率引上げ時を除く）を行います。５月８日から新型コロナの感染症法上の位置

付けが５類に移行し、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が更に進むことが期

待されますが、一方で電気料金の改定などにより引き続き厳しい経営環境となる

ことが見込まれます。そうした中でも「第二次経営計画」に基づき、引き続き安

全運行を第一に、必要な感染防止対策を継続しながら、当社線の利便性の確保や

利用促進を図ってまいります。 
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まず、安全運行の確保のため、見せる警備やカメラでの監視を強化し安全管理

体制の充実を図ります。さらに引き続き、改正踏切道改良促進法に基づく指定踏

切道について、道路管理者等と協議し対策を進めるなど、安全に係る設備の充実

を図ります。雪対策として、２台目の投排雪保守用車の配備に向け、準備を進め

るとともに、的確な運行判断と利用者の方への適時適切な情報提供に努めます。 

また、利用者のニーズに対応するため、通勤・通学時間帯を除く時間帯でのパ

ターンダイヤの導入を検討するとともに、サイクルトレインの乗車駅に富山駅を

追加することによる乗車機会の増加、「my route(マイルート)」及び「tabiwa(タ

ビワ)」でのデジタル乗車券の販売促進、県内プロスポーツチームや沿線自治体と

のタイアップ、オンラインによるグッズ販売に取り組みます。また、富山駅周辺

エリアの賑わい創出に資するため、本社西側敷地における商業施設等の開発を進

めるなど、地域の活性化や当社線の利用増に資する取組みを進めてまいります。 

2023年３月のダイヤ改正においては、利用者のニーズや利用実態を踏まえつつ、

通勤時間帯における混雑緩和等のための増車や他交通機関との乗継利便性の向上

にも配慮したダイヤ編成を推進いたします。加えて、2024年秋の「北陸デスティ

ネーションキャンペーン」や北陸三県が連携して実施するキャンペーンの実施に

向けた準備を進め、観光列車「一万三千尺物語」についてはリニューアルによる

サービスの充実を図り、利用客の増加に努めます。 

また、呉羽駅北口改札の設置、福岡駅や越中大門駅のエレベーター設置を推進

するほか、東富山駅東口月極駐車場の拡張など沿線自治体の駅周辺のまちづくり

にも協力してまいります。 

今後も県や市町村からの支援をいただきながら、「第二次経営計画」で定めた重

点施策や必要な設備投資・維持管理コストの削減などを着実に推進し、安全運行

と経営の安定化に取り組んでまいります。 

 

 １－５．主要な事業内容 

      鉄道事業、旅行業 

 

 １－６．主要な営業所及び工場並びに使用人の状況 

     主要な営業所及び工場の状況 

      ・本社       富山県富山市明輪町 1番 50号 

      ・運転管理センター 富山県富山市上赤江 411 

      ・施設管理センター 富山県富山市明輪町 1番 227号 

      ・電気管理センター 富山県富山市明輪町 1番 227号 

       

使用人の状況（2023年 3月 31日現在） 

      使用人数 388名（前事業年度末比９名減） 

※ＪＲ西日本出向社員 105名、ＪＲ貨物出向社員２名、富山県派遣職員

４名を含めています。 

平均年齢 37歳 

 

 １－７．重要な親会社及び子会社の状況 

当社は親会社及び子会社はありません。 

 

 



4 
 

１－８．主要な借入先及び借入額 

当社は借入れの実績はありません。 

 

１－９．剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め（会社法第 459条第

1項）があるときの権限の行使に関する方針 

該当事項はありません。 

 

１－１０．その他株式会社の現況に関する重要な事項 

該当事項はありません。 

 

 

２．株式に関する事項（2023年 3月 31日現在） 

① 発行可能株式総数  120,000株 

② 発行済株式の総数   80,000株 

③ 当事業年度末の株主数   41名 

④ 上位 10名の株主 

株主名 持株数 持株比率 

富山県 50,400 63.0％ 

富山市 11,160 14.0％ 

高岡市 3,900 4.9％ 

射水市 1,660 2.1％ 

北陸電力株式会社 1,000 1.3％ 

株式会社北陸銀行 1,000 1.3％ 

株式会社インテック 1,000 1.3％ 

ＹＫＫ株式会社 1,000 1.3％ 

黒部市 900 1.1％ 

魚津市 680 0.9％ 

 

３．新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

４．会社役員に関する事項（2023年 3月 31日現在） 

４－１.取締役及び監査役の氏名等 

氏 名 地位 重要な兼職の状況 

日吉 敏幸 代表取締役社長  

助野 吉昭 専務取締役  

高野 修 常務取締役  

美濃部 雄人 取締役 富山市副市長 

梅津 將敬 取締役 入善町副町長 

小田 満広 取締役 
北陸電力株式会社取締役常務執行役員 

原子力本部副本部長 

麦野 英順 取締役 株式会社北陸銀行特別顧問 

牧野 賢藏 取締役 株式会社インテック取締役専務執行役員 
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浅野 慎一 取締役 
YKK 株式会社副社長 

黒部事業所長 

辻川 徹 取締役 富山地方鉄道株式会社代表取締役社長 

西岡 秀次 監査役 元富山県商工会議所連合会常任理事 

飛世 隆一 監査役 富山県会計管理者 

河村 幹治 監査役 高岡市副市長 

注１．取締役 美濃部雄人氏、梅津將敬氏、小田満広氏、麦野英順氏、牧野賢

藏氏、浅野慎一氏及び辻川徹氏は、会社法第２条第 15号に定める社外

取締役であります。 

注２．監査役 西岡秀次氏、飛世隆一氏及び河村幹治氏は、会社法第２条第 16

号に定める社外監査役であります。 

 

 

 ４－２.取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額 

     （当事業年度に係る役員の報酬等の総額） 

区分 支給人数 報酬等の額 摘要 

取締役      ３人    25,800千円 
 

監査役      －人      －千円 
 

計      ３人     25,800千円 
 

 

４－３．各社外役員の主な活動状況 

    （社外役員の主な活動状況） 

区 分 氏  名 主な活動状況 

取締役 美濃部 雄人 当事業年度開催の取締役会６回（就任後の開催回

数：４回）のうち３回に出席し、主に行政での豊富

な経験のもとに、議案・審議等につき必要な発言を

適宜行っております。 

取締役 梅津 將敬 当事業年度開催の取締役会６回の全てに出席し、主

に行政での豊富な経験のもとに、議案・審議等につ

き必要な発言を適宜行っております。 

取締役 小田 満広 当事業年度開催の取締役会６回のうち５回に出席

し、主に経験豊富な経営者の観点から、議案・審議

等につき必要な発言を適宜行っております。 

取締役 麦野 英順 当事業年度開催の取締役会６回のうち４回に出席

し、主に経験豊富な経営者の観点から、議案・審議

等につき必要な発言を適宜行っております。 

取締役 牧野 賢藏 当事業年度開催の取締役会６回のうち５回に出席

し、主に経験豊富な経営者の観点から、議案・審議

等につき必要な発言を適宜行っております。 
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取締役 浅野 慎一 当事業年度開催の取締役会６回のうち４回に出席

し、主に経験豊富な経営者の観点から、議案・審議

等につき必要な発言を適宜行っております。 

取締役 辻川  徹 当事業年度開催の取締役会６回の全てに出席し、主

に鉄道事業者としての専門的見地から、議案・審議

等につき必要な発言を適宜行っております。 

監査役 西岡 秀次 当事業年度開催の取締役会６回のうち４回に出席

し、必要に応じ、主に経験豊富な経営者の観点から

発言を行っております。 

監査役 飛世 隆一 当事業年度開催の取締役会６回（就任後の開催回

数：５回）のうち４回に出席し、必要に応じ、主に

行政での豊富な経験をもとに発言を行っておりま

す。 

監査役 河村 幹治 当事業年度開催の取締役会６回のうち４回に出席

し、必要に応じ、主に行政での豊富な経験をもとに

発言を行っております。 

 

    （責任限定契約の内容の概要） 

 該当事項はありません。 

 

４－４．社外役員の報酬等の総額 

    該当事項はありません。 

 

４－５．親会社又は子会社等からの役員報酬等の総額 

    該当事項はありません。 

 

５．会計監査人に関する事項 

５－１．氏名又は名称 

      有限責任監査法人トーマツ 

 

５－２．会計監査人の報酬等の額 

      4,500千円 

 

５－３．現在の業務停止処分に関する事項 

      該当事項はありません。 

 

５－４．過去 2年間の業務停止処分に関する事項のうち、会社が事業報告の内容と

すべき判断した事項 

      該当事項はありません。 

 

５－５．責任限度契約に関する事項 

    該当事項はありません。 
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５－６．解任又は不再任の決定の方針 

    当社は、会社法第 340条第 1項各号に掲げる事項に該当すると認められ

る場合その他会社が必要と認める場合に、解任又は不再任を決定いたしま

す。 

 

６．業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要 

（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制 

取締役会は、法定事項及び経営上重要な事項について十分に審議し、適法か

つ適正に意思決定を行うとともに、取締役の業務執行状況を監督する。 

監査役は取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行の監視をより

一層強化することとする。 

職務の執行にあたっては、稟議制など牽制機能が働く仕組みとし、透明性を

確保する。 

反社会的勢力との関係遮断のため、不当要求には一切応じず、対応統括部署

を定め、外部の専門機関と緊密な連携関係を構築する等、必要な体制を整える。 

 

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び社内規程に従い、適切

に保存及び管理を行うものとする。取締役及び監査役は必要に応じて、常時、

これらの文書を閲覧できるものとする。 

 

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

鉄道業の安全性の確保のため、各部門が重点行動計画に沿った具体的な取り

組みを進めるとともに、運輸安全マネジメント制度に則った内部監査体制を整

え、適切で健全な会社経営に努めるものとする。 

また、重大な危機が発生した場合には、迅速に初動体制を構築し対応する。 

 

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

社内規程により、各部門の所管事項と職務権限を明確に定め、効率的な事業

運営を確保する。 

 

（５）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監

査役の当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項 

監査役が当該使用人の体制について検討し設置することを要請できるよう

にするとともに、同時に当該使用人の独立性や監査役への報告体制についても

検討し、必要に応じて取締役又は取締役会に報告する。 

 

（６）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関 

する体制 

取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を認めた

ときその他業務及び業績に影響を与える重要な事実を発見したときは、遅滞な

く監査役に報告を行うものとする。 

また、監査役は必要に応じて、取締役及び使用人に対して職務の執行に関す
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る事項について報告を求めることができる。 

 

（７）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制とその他の監査役への報告

に関する体制並びに監査役に報告したことを理由として不利な取扱いを受けな

いことを確保するための体制 

監査役に報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理

由として、不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。 

 

（８）監査役の職務の遂行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該業

務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

監査役が、職務の執行に関して、必要とする費用の前払い等の請求を行った

ときは、速やかに当該費用の支払又は債務の処理を行うこととする。 

 

（９）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

取締役会への出席、文書の閲覧、会計監査人との連携等、監査役の監査が実

効的に行われることを確保するための体制を整備する。 

 

７．当事業年度における業務の適正性を確保するための体制の運用状況 

（１）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

取締役会を必要に応じて開催しており、取締役会には各取締役のほか、独立

性を保持した監査役も出席しており、重要な職務執行に関する意思決定を監督

しております。 

 

（２）損失の危険の管理に関する体制 

新規取引先等に関する事前調査を行っているほか、各種契約書類内に反社会

的勢力排除に関する記載を盛り込み、反社会的勢力排除に向けた取り組みを強

化いたしました。また、弁護士、社会保険労務士等外部の専門家と顧問契約を

締結しており、必要に応じアドバイス及びチェックを受けております。 
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貸 借 対 照 表 
（2023年 3月 31日現在） 

（単位：千円） 

科  目 金 額 科  目 金 額 

（資産の部）  （負債の部）  

流動資産 2,983,586 流動負債 2,475,021 

 現金及び預金 1,110,500  未払金 1,878,841 

 未収運賃 128,719  未払費用 17,032 

 未収金 

 未収消費税等 

1,590,569 

17,195 

 未払法人税等 

預り連絡運賃 

43,917 

61,135 

 商品 

貯蔵品 

2,255 

99,299 

 預り金 

 前受運賃 

114,277 

239,917 

 前払金 

 前払費用 

10 

34,966 

 賞与引当金 

 その他 

117,974 

1,925 

 その他 70    

  固定負債 957,770 

固定資産 4,327,002  退職給付引当金 161,190 

 鉄道事業固定資産 3,940,566  車両修繕引当金 447,587 

 建設仮勘定 380,263  補助金等受入金 330,349 

 投資その他の資産 6,172  その他 18,643 

  投資有価証券 50 負債合計 3,432,792 

  その他 6,122 （純資産の部）  

  株主資本 3,877,796 

   資本金 4,000,000 

   利益剰余金 △122,203 

    その他利益剰余金 △122,203 

     繰越利益剰余金 △122,203 

純資産合計 3,877,796 

資産合計 7,310,588 負債及び純資産合計 7,310,588 

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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損 益 計 算 書 
（自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日） 

（単位：千円） 

科   目 金   額 

営業収益  5,402,313 

営業費  5,634,367 

営業損失  232,053 

営業外収益   

受取利息 3  

 受託工事収入 320,947  

 その他 10,997 331,947 

営業外費用   

 受託工事支出 276,085 276,085 

経常損失  176,191 

特別利益 

 固定資産売却益 

 

2,812 

 

 補助金 1,636,826  

工事負担金等受入額 287,302 1,926,941 

特別損失   

 固定資産除却損 108,391  

 固定資産圧縮損 1,598,081 1,706,473 

税引前当期純利益  44,277 

法人税、住民税及び事業税  33,014 

当期純利益  11,263 

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。  
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株主資本等変動計算書 
（自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日） 

（単位：千円） 

 株主資本 

純資産 

合 計 資本金 

利益剰余金 

株    主 

資本合計 

その他利益 

剰 余 金 
利 益 

剰余金 

合 計 
繰 越 利 益 

剰  余  金 

2022年 4月 1日残高 4,000,000 △133,466 △133,466 3,866,533 3,866,533 

事業年度中の変動額      

当期純利益 － 11,263 11,263 11,263 11,263 

事業年度中の変動額合計 － 11,263 11,263 11,263 11,263 

2023年 3月 31日残高 4,000,000 △122,203 △122,203 3,877,796 3,877,796 

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

①棚卸資産の評価基準及び評価方法 

商品、貯蔵品 

 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げ方法により算定） 

②有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

 市場価格のない株式等・・・移動平均法による原価法 

 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。ただし、鉄道事業固定資産のうち取替資産については、

取替法によっております。 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に

基づく定額法を採用しております。 

   ③リース資産 

     所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

     リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 

(3) 引当金の計上基準 

   ①賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上して

おります。 
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   ②退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務（簡便法に

よる見込額）に基づいて、当期末に発生していると認められた額を計上しておりま

す。 

   ③車両修繕引当金 

     「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」（平成 13年 12月 25日 国土交通省令 第

151号）第 90条の定めによる車両の定期検査費用に備えるため、当該検査費用の支出見

込額の内、当事業年度末までに発生していると見込まれる額を計上しております。 

 

(4) 収益及び費用の計上基準 

当社は鉄道業を営んでおり、主要な事業として旅客運輸および鉄道線路使用契約に

基づく鉄道線路使用料の収受を行っております。また、鉄道業に関連し、観光列車に

よる旅行の企画、相互乗入を行う他の鉄道会社からの経費精算収入の収受、他社の鉄

道会社の乗車券類を販売したことによる手数料の収受、自動販売機設置にかかる手数

料の収受、広告収入の収受、自治体等との協定に基づく受託工事等を行っております。 

旅客運輸については、運送約款に基づき旅客の輸送を行う履行義務を負っておりま

す。旅客運輸のうち定期券にかかる履行義務は有効期間における期間の経過に伴い充

足されるものと判断し、有効期間内の期間の経過に応じ一定期間にわたり収益を認識

しております。その他の旅客運輸については、主として輸送を行った時点で履行義務

が充足されるものと判断し、輸送を行った一時点で収益を認識しております。 

鉄道線路使用契約については、契約で定められた区間の鉄道線路を相手方に使用さ

せる履行義務を負っております。当該履行義務は相手方が当社の鉄道線路を走行する

につれ充足されるものと判断し、走行実績に応じ一定期間にわたり収益を認識してお

ります。 

 

(5) 補助金等の圧縮記帳の処理方法 

鉄道事業固定資産の取得にあたり、地方自治体等より取得費の一部として補助金

及び工事負担金を受け入れております。これらの補助金は、資産取得時に当該補助金

相当額を取得した固定資産原価から直接減額して計上しております。 

損益計算書においては、補助金の受入額を「補助金」、「工事負担金等受入額」とし

て特別利益に計上するとともに、固定資産の取得価額から直接減額した額を「固定資

産圧縮損」として特別損失に計上しております。 

 

 

２．貸借対照表に関する注記 

 

(1) 有形固定資産の減価償却累計額         1,019,817千円 

 

(2) 固定資産の取得価額から直接減額された補助金等圧縮累計額 

33,811,496千円 

 

(3) 補助金及び工事負担金受入れのため、当該事業年度に取得価額の圧縮記帳を行った額 

1,598,081千円 

 

(4) 鉄道事業固定資産 

有形固定資産 

土地                   696,707千円 

建物                   839,272千円 
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構築物                 1,562,294千円 

車両                   456,727千円 

機械装置                  202,351千円 

工具器具備品               108,863千円 

無形固定資産 

ソフトウエア                65,671千円 

リース資産                 4,377千円 

その他無形固定資産                  4,301千円 

 

 

３．損益計算書に関する注記 

(1) 営業収益                           (単位：千円) 

 旅客運輸収入 
鉄道線路使用料

収入 
運輸雑収入 合 計 

顧客との契約から

生じる収益 
2,574,111 2,075,420 633,939 5,283,471 

その他の収益  - - 118,842 118,842 

合    計 2,574,111 2,075,420 752,782 5,402,313 

その他の収益はリース取引に関する会計基準に基づく収益であります。 

 

(2) 営業費 

運送費                    4,831,176千円 

一般管理費                 346,025千円 

諸税                   204,237千円 

減価償却費                252,929千円 

 

 

４．株主資本等変動計算書に関する注記 

 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び株式数 

                              （単位：株） 

株式の種類 当事業年度末の株式数 

普通株式 80,000 
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５．税効果会計に関する注記 

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

    繰延税金資産 

       退職給付引当金             49,098千円 

       車両修繕引当金                     136,335千円 

未払事業税                          6,267千円 

       賞与引当金              35,935千円 

       繰越欠損金              17,930千円 

       その他                 21,581千円 

          繰延税金資産小計           267,148千円 

          評価性引当額             △267,148千円 

繰延税金資産                           －千円 

 

 

６．金融商品に関する注記 

(1)金融商品の状況に関する事項 

 ①金融商品に対する取組方針 

   当社の資金運用については、短期的な預金や有価証券（国内譲渡性預金）に限定し

ております。 

②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

   営業債権である未収運賃及び未収金は、連絡運輸会社及び顧客等の信用リスクを

含んでおります。当該リスクに関しては、当社の社内規定に従い、取引先ごとに適切

な期日管理及び残高管理を行っております。 

   営業債務である未払金及び預り連絡運賃は、1年以内の期日であります。 

 

(2)金融商品の時価等に関する事項 

2023年 3月 31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差

額については、現金及び預金、未収運賃、未収金、未収消費税等、未払金、未払法人税

等、預り連絡運賃及び預り金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する

ことから、注記を省略しております。 
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７．関連当事者との取引に関する注記 

親会社及び法人主要株主等 

 （単位：千円） 

種 

類 

会

社

等

の

名

称 

議決権等

の 所 有

（ 被 所

有）割合 

関連当事者と

の関係 

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高 

役 

員 

兼

任

等 

事業

上 

の関

係 

主
要
株
主
等 

富
山
県 

(被所有) 

直接63％ 

役

員 

1 名 

資
本
提
携
補
助
金
等
の
受
領
そ
の
他 

富山県並行在来線経営安

定基金補助金 
804,356 未収金 63,880 

富山駅連続立体交差事業 148,884 未収金 127,384 

富山県公共交通等燃料価

格高騰対策支援事業費補

助金 

36,174 - - 

ビヨンドコロナを見据え

た公共交通等の活性化支

援事業費補助金 

30,693 未収金 13,749 

東富山構内第 2 東岩瀬街

道仮踏切撤去工事 
43,287 未収金 45,103 

石動・福岡間芹川高架外 3

橋の橋梁定期点検 
22,800 - - 

中川水系沖田川放水路工

工事 
143,215 未収金 117,701 

石動・福岡間上蓑高架橋

外 4 橋の橋梁定期点検 
53,199 - - 

福岡構内 217k358m付近上

蓑高架橋補修他工事 
85,470 未収金 84,017 

西入善・入善間 288ｋ093m

付近道市跨線橋(跨線部）

橋梁補修工事 

10,211 未収金 1,232 

富
山
市 

(被所有) 

直接14％ 

役

員 

1 名 

資
本
提
携
補
助
金
等
の 

 
 

受
領
そ
の
他 

呉羽駅北口改札設置事業

補助金 
18,000 未収金 18,000 

富山市公共交通等燃料価

格高騰対策支援事業費補

助金 

10,128 未収金 10,128 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注 1） 補助金については、地方自治法の定めによっております。また、受託工事、負担

金工事については富山県と協議の上、協定を締結しております。 

（注 2） 取引金額には消費税等は含まれておりません。また、期末残高については消費税

等を含めております。 
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８．1株当たり情報に関する注記 

1株当たり純資産額               48,472円 45銭 

1株当たり当期純利益               140円 79銭 

 

９. 収益認識に関する注記 

個別注記表「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記（４）収益及び費用の計上

基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。 
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附属明細書（計算書類関係） 
 

１．有形固定資産及び無形固定資産の明細 
（単位：千円） 

区

分 
資産の種類 期首残高 

当期 

増加額 

当期 

減少額 
期末残高 

期末償却

累計額又

は償却累

計額 

当期 

償却額 

差引期末 

帳簿簿価 

有

形

固

定

資

産 

土地 696,709 -     1 696,707 - - 696,707 

建物 988,148 325,201 285,305 1,028,043 188,771 45,597 839,272 

構築物 1,730,393 433,146 251,336 1,912,203 349,909 73,756 1,562,294 

車両 709,372 1,027,743 1,026,262 710,854 254,126 55,192 456,727 

機械装置 236,251 60,112 33,119 263,244 60,892 16,980 202,351 

工具器具備品 258,703 18,510 2,232 274,981 166,118 36,598 108,863 

建設仮勘定 140,557 2,226,672 1,986,966 380,263 - - 380,263 

計 4,760,136 4,091,387 3,585,224 5,266,298 1,019,817 228,125 4,246,481 

無

形

固

定

資

産 

ソフトウエア 122,384 28,085 1,100 149,369 83,698 22,835 65,671 

リース資産 8,754 - - 8,754 4,377 1,750 4,377 

その他 656 3,860 - 4,517 216 122 4,301 

計 131,794 31,946 1,100 162,640 88,291 24,709 74,349 

 

 

２．引当金の明細 
（単位：千円） 

科目 期首残高 当期増加額 
当期減少額 

期末残高 
目的使用 その他 

賞与引当金 101,722 117,974 101,722 - 117,974 

退職給付引当金 136,033 32,206 7,049 - 161,190 

車両修繕引当金 340,391 165,301 58,105 - 447,587 

 

  

（注）  １. 固定資産の当期増加の主なものは、新造車両や滑川駅のエレベーターを取得

したことによるものです。 

 ２. 固定資産の当期減少の主なものは、固定資産の取得価額から直接減額する方

法により、圧縮記帳及び撤去工事を行ったことによるものです。 
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３．一般管理費の明細 

（単位：千円） 

科目 金額 摘要 

役員報酬 25,800   

給料 48,405   

手当 9,053   

賞与 8,518   

賞与引当金繰入額 8,263   

退職給付費用 2,306   

法定福利費 11,069   

厚生福利費 2,448   

出向者負担金 4,232   

水道光熱費 325   

備消品費 15,536   

被服費 563   

旅費交通費 2,217   

通信運搬費 30,780   

会議費 4,000   

交際費 292   

広告宣伝費 3,967  

寄付金 40  

諸会費 2,322  

諸手数料 18,057  

公告料 135  

賃借料 32,220  

損害保険料 2,477  

部外者報酬 7,646  

清掃料 2,084  

業務委託費 89,359  

雑費 13,897  

計 346,025  

 










